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第 8回 日南町議会定例会追加議案 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  南  町 



議案第97号 

 

   日南町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 

 次のとおり、日南町職員の給与に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96

条第1項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

  令和7年12月17日提出 

 

 

                                          日南町長 中村 英明 

 

 

日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第1条 日南町職員の給与に関する条例（昭和46年日南町条例第10号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

(通勤手当) 

第11条 (略) 

(通勤手当) 

第11条 (略) 

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分

に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額

(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間

当たりの通勤回数を考慮して別に定める職員にあって

は、その額から、その額に別に定める割合を乗じて得

た額を減じた額) 

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分

に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額

(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間

当たりの通勤回数を考慮して別に定める職員にあって

は、その額から、その額に別に定める割合を乗じて得

た額を減じた額) 

ア・イ (略) ア・イ (略) 

ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメー

トル未満である職員 7,300円 

ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメー

トル未満である職員 7,100円 

エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメー

トル未満である職員 10,400円 

エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメー

トル未満である職員 10,000円 

オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメー

トル未満である職員 13,500円 

オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメー

トル未満である職員 12,900円 

カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメー

トル未満である職員 16,600円 

カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメー

トル未満である職員 15,800円 

キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメー

トル未満である職員 19,700円 

キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメー

トル未満である職員 18,700円 

ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメー

トル未満である職員 22,800円 

ク 使用距離が片道35キロメートル以上である職員

 21,600円 

ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメー

トル未満である職員 25,900円 

ケ 削除 

コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメー

トル未満である職員 29,100円 

コ 削除 



サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメー

トル未満である職員 32,300円 

サ 削除 

シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメー

トル未満である職員 35,500円 

シ 削除 

ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員

 38,700円 

ス 削除 

(3) (略) (3) (略) 

3～8 (略) 3～8 (略) 

(宿日直手当) 

第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回

につき、4,700円を超えない範囲内において町長が定め

る額を宿日直手当として支給する。 

(宿日直手当) 

第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回

につき、4,400円を超えない範囲内において町長が定め

る額を宿日直手当として支給する。 

2 (略) 2 (略) 

3 第1項の規定にかかわらず、災害等の警戒勤務にあっ

ては、その勤務1回につき、7,050円を超えない範囲内

において、実勤務時間を勘案して、宿日直手当として支

給する。 

3 第1項の規定にかかわらず、災害等の警戒勤務にあっ

ては、その勤務1回につき、6,600円を超えない範囲内

において、実勤務時間を勘案して、宿日直手当として支

給する。 

(期末手当) 

第19条 (略) 

(期末手当) 

第19条 (略) 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場

合には100分の125(管理又は監督の地位にある職員のう

ち別に定めるもの(次項及び第20条において「特定管理

職員」という。）にあっては100分の105、12月に支給

する場合には100分の127.5(特定管理職員にあっては、1

00分の107.5）に、基準日以前6箇月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場

合には100分の125(管理又は監督の地位にある職員のう

ち別に定めるもの(次項及び第20条において「特定管理

職員」という。）にあっては100分の105、12月に支給

する場合には100分の127.5(特定管理職員にあっては、1

00分の107.5）に、基準日以前6箇月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(表は省略) (表は省略) 

3～6 (略) 3～6 (略) 

(勤勉手当) 

第20条 (略) 

(勤勉手当) 

第20条 (略) 

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が別に

定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。

この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額

の、総額は、第1号に定める額を超えてはならない。 

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が別に

定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。

この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額

の、総額は、第1号に定める額を超えてはならない。 

(1) 勤勉手当基礎額に職員がそれぞれの基準日現在(退

職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。)において受ける

べき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する

場合には100分の105（特定管理職員にあっては100

分の125）、12月に支給する場合には100分の107.5

（特定管理職員にあっては、100分の127.5）を乗じて

得た額の総額 

(1) 勤勉手当基礎額に職員がそれぞれの基準日現在(退

職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。)において受ける

べき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する

場合には100分の105（特定管理職員にあっては100

分の125）、12月に支給する場合には100分の107.5

（特定管理職員にあっては、100分の127.5）を乗じて

得た額の総額 

3～5 (略) 3～5 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第1(第3条関係) 別表第1(第3条関係) 

行政職給料表 

職

員

の

区

分 

職務

の級 
1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号級 
給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員 

 円 円 円 円 円 円 

1 195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 332,600 

2 196,900 243,300 276,300 309,800 332,600 332,600 

3 198,100 244,700 276,300 309,800 332,600 332,600 

4 199,200 246,100 276,300 309,800 332,600 332,600 

5 200,300 247,500 276,300 309,800 332,600 332,600 

6 202,000 248,900 277,300 309,800 332,600 332,600 

7 203,600 250,300 278,300 309,800 332,600 332,600 

8 205,200 251,700 279,300 309,800 332,600 332,600 

9 206,700 253,100 280,300 309,800 332,600 332,600 

10 208,400 254,300 281,300 311,300 334,400 332,600 

11 210,000 255,600 282,200 312,700 336,200 332,600 

12 211,600 256,900 283,200 314,100 337,900 332,600 

13 213,100 258,100 284,200 315,500 339,600 332,600 

14 214,800 259,300 285,200 316,600 341,300 368,500 

15 216,500 260,500 286,200 317,600 343,000 370,100 

16 218,200 261,700 287,200 318,800 344,600 371,700 

17 219,400 262,800 288,200 320,000 346,200 373,300 

18 221,000 263,900 289,500 321,600 347,900 375,100 

19 222,600 265,000 290,800 323,200 349,600 376,600 

20 224,100 266,100 292,000 324,800 351,200 378,200 

21 225,600 267,000 293,200 326,200 352,700 379,500 

22 227,200 268,000 294,500 327,800 354,300 381,100 

23 228,800 269,000 295,700 329,400 355,900 382,700 

24 230,400 270,000 296,900 331,000 357,400 384,200 

25 232,000 271,000 297,900 332,400 358,800 386,100 

26 233,700 271,900 299,100 334,100 360,500 388,000 

27 235,000 272,700 300,300 335,700 362,100 389,900 

28 236,300 273,600 301,600 337,300 363,700 391,700 

29 237,600 274,400 302,900 338,700 364,800 393,200 

30 238,700 275,200 303,900 340,400 366,300 395,000 

31 239,800 276,000 304,900 342,100 367,800 396,700 

32 240,900 276,700 305,900 343,700 369,300 398,300 

33 242,000 277,400 307,000 344,900 371,000 400,000 

34 242,900 278,200 308,200 346,800 372,800 401,400 

35 243,800 279,000 309,300 348,500 374,400 402,800 

36 244,800 279,600 310,500 350,100 376,100 404,200 

37 245,800 280,300 311,600 351,600 377,500 405,600 

38 246,700 281,100 312,900 353,200 378,800 406,800 

39 247,600 281,800 314,200 354,800 380,000 408,000 

40 248,400 282,500 315,500 356,400 381,400 409,000 

41 249,200 283,200 316,700 358,100 382,500 410,100 

42 249,900 283,900 318,000 359,900 383,400 411,300 

43 250,500 284,600 319,300 361,700 384,400 412,400 

44 251,100 285,300 320,600 363,500 385,400 413,500 

45 251,800 286,000 321,900 365,000 386,200 414,200 

46 252,400 286,600 323,100 366,400 387,100 414,900 

47 253,000 287,300 324,400 367,800 388,000 415,500 

行政職給料表 

職

員

の

区

分 

職務

の級 
1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号級 
給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員 

 円 円 円 円 円 円 

1 183,500 230,000 261,300 287,300 309,800 335,000 

2 184,600 231,500 262,300 288,900 311,500 336,900 

3 185,800 233,000 263,300 290,400 313,200 338,700 

4 186,900 234,500 264,300 291,900 314,700 340,500 

5 188,000 236,000 265,300 293,400 316,100 342,200 

6 189,700 237,500 266,300 294,900 317,400 343,900 

7 191,300 239,000 267,300 296,300 318,700 345,500 

8 192,900 240,500 268,300 297,600 320,000 347,200 

9 194,500 242,000 269,300 298,800 321,300 348,800 

10 196,200 243,400 270,300 300,300 323,100 350,500 

11 197,800 244,800 271,300 301,800 324,900 352,100 

12 199,400 246,200 272,300 303,200 326,600 353,700 

13 201,000 247,400 273,300 304,600 328,300 355,200 

14 202,700 248,600 274,300 305,700 330,000 356,900 

15 204,400 249,800 275,300 306,700 331,700 358,500 

16 206,100 251,000 276,400 307,900 333,400 360,100 

17 207,400 252,100 277,400 309,100 335,000 361,700 

18 209,000 253,200 278,700 310,700 336,700 363,500 

19 210,600 254,300 280,000 312,300 338,400 365,000 

20 212,100 255,400 281,200 313,900 340,000 366,600 

21 213,600 256,400 282,500 315,400 341,500 368,000 

22 215,200 257,400 283,800 317,000 343,100 369,600 

23 216,800 258,400 285,000 318,600 344,700 371,200 

24 218,400 259,400 286,200 320,200 346,200 372,700 

25 220,000 260,400 287,300 321,700 347,600 374,600 

26 221,700 261,300 288,500 323,400 349,300 376,500 

27 223,000 262,200 289,800 325,000 350,900 378,400 

28 224,300 263,100 291,100 326,600 352,500 380,200 

29 225,600 263,900 292,400 328,000 353,700 381,700 

30 226,700 264,700 293,400 329,700 355,200 383,500 

31 227,800 265,500 294,400 331,400 356,700 385,200 

32 228,900 266,300 295,500 333,000 358,200 386,800 

33 230,000 267,000 296,600 334,200 359,900 388,500 

34 231,100 267,800 297,800 336,100 361,700 389,900 

35 232,200 268,600 298,900 337,800 363,400 391,300 

36 233,300 269,300 300,100 339,400 365,100 392,700 

37 234,400 270,000 301,300 340,900 366,500 394,100 

38 235,400 270,800 302,600 342,500 367,800 395,300 

39 236,400 271,600 303,900 344,100 369,000 396,500 

40 237,300 272,300 305,200 345,700 370,400 397,500 

41 238,200 273,000 306,500 347,400 371,500 398,600 

42 239,100 273,800 307,800 349,200 372,400 399,800 

43 239,900 274,600 309,100 351,000 373,400 400,900 

44 240,700 275,300 310,400 352,800 374,500 402,000 

45 241,400 276,000 311,700 354,300 375,300 402,700 

46 242,000 276,700 313,000 355,700 376,200 403,400 

47 242,600 277,400 314,300 357,100 377,100 404,100 



48 253,600 287,900 325,500 369,200 388,800 416,200 

49 254,100 288,600 326,400 370,700 389,600 416,800 

50 254,700 289,200 327,700 371,500 390,400 417,400 

51 255,300 289,900 329,000 372,400 391,200 417,900 

52 255,800 290,600 330,300 373,400 391,900 418,300 

53 256,200 291,100 331,400 374,300 392,600 418,700 

54 256,600 291,700 332,700 375,400 393,300 418,900 

55 256,900 292,300 333,900 376,300 394,000 419,200 

56 257,200 293,000 335,100 377,300 394,700 419,500 

57 257,500 293,600 336,400 378,200 395,200 419,800 

58 257,800 294,200 337,400 378,900 395,800 420,100 

59 258,100 294,800 338,500 379,600 396,400 420,400 

60 258,400 295,500 339,600 380,200 397,100 420,700 

61 258,700 296,100 340,300 380,600 397,500 420,900 

62 259,000 296,700 341,200 381,200 398,100 421,200 

63 259,300 297,200 341,900 381,800 398,700 421,400 

64 259,600 297,700 342,700 382,500 399,200 421,700 

65 259,900 298,200 343,500 382,800 399,600 421,900 

66 260,200 298,800 343,900 383,500 400,200 422,200 

67 260,500 299,300 344,400 384,200 400,800 422,500 

68 260,800 299,900 345,100 384,800 401,300 422,800 

69 261,100 300,300 345,900 385,100 401,700 423,000 

70 261,400 300,800 346,600 385,600 402,200 423,300 

71 261,700 301,300 347,300 386,200 402,700 423,600 

72 262,000 301,900 347,900 386,800 403,300 423,800 

73 262,300 302,400 348,400 387,100 403,600 424,000 

74 262,600 302,800 349,000 387,700 404,000 424,300 

75 262,900 303,100 349,500 388,400 404,300 424,600 

76 263,200 303,400 350,100 389,000 404,700 424,800 

77 263,500 303,600 350,400 389,400 405,000 425,000 

78 263,800 303,900 350,900 389,900 405,300 425,300 

79 264,100 304,100 351,200 390,500 405,600 425,600 

80 264,400 304,400 351,600 391,000 405,800 425,800 

81 264,700 304,600 352,000 391,500 406,000 426,000 

82 265,000 304,800 352,500 392,100 406,300 426,300 

83 265,300 305,100 353,000 392,500 406,600 426,600 

84 265,600 305,300 353,500 392,800 406,800 426,800 

85 265,900 305,600 353,800 393,200 407,000 427,000 

86 266,200 305,800 354,200 393,700 407,300  

87 266,500 306,100 354,600 394,100 407,600  

88 266,800 306,400 355,000 394,500 407,800  

89 267,100 306,700 355,300 394,900 408,000  

90 267,400 307,000 355,700 395,400 408,300  

91 267,700 307,300 356,100 395,800 408,600  

92 268,000 307,600 356,500 396,200 408,800  

93 268,300 307,800 356,700 396,500 409,000  

94  308,000 357,100    

95  308,300 357,500    

96  308,700 357,900    

97  308,900 358,100    

98  309,200 358,400    

99  309,500 358,800    

100  309,900 359,100    

101  310,100 359,400    

48 243,200 278,100 315,400 358,500 377,900 404,800 

49 243,800 278,800 316,300 360,000 378,700 405,400 

50 244,400 279,500 317,600 360,800 379,500 406,000 

51 245,000 280,200 318,900 361,800 380,300 406,500 

52 245,500 280,900 320,200 362,800 381,000 406,900 

53 246,000 281,500 321,400 363,700 381,700 407,300 

54 246,400 282,200 322,700 364,800 382,400 407,500 

55 246,700 282,800 323,900 365,700 383,100 407,800 

56 247,000 283,500 325,100 366,700 383,800 408,100 

57 247,300 284,100 326,400 367,600 384,300 408,400 

58 247,600 284,800 327,500 368,300 384,900 408,700 

59 247,900 285,400 328,600 369,000 385,500 409,000 

60 248,200 286,100 329,700 369,600 386,200 409,300 

61 248,500 286,700 330,400 370,000 386,600 409,500 

62 248,800 287,400 331,300 370,600 387,200 409,800 

63 249,100 288,000 332,000 371,300 387,800 410,100 

64 249,400 288,500 332,800 372,000 388,300 410,400 

65 249,700 289,000 333,600 372,300 388,700 410,600 

66 250,000 289,600 334,000 373,000 389,300 410,900 

67 250,300 290,100 334,600 373,700 389,900 411,200 

68 250,600 290,700 335,300 374,300 390,400 411,500 

69 250,900 291,200 336,100 374,600 390,800 411,700 

70 251,200 291,700 336,800 375,100 391,300 412,000 

71 251,500 292,300 337,500 375,700 391,800 412,300 

72 251,800 292,900 338,100 376,300 392,400 412,500 

73 252,100 293,400 338,600 376,600 392,700 412,700 

74 252,400 293,900 339,200 377,200 393,100 413,000 

75 252,700 294,300 339,700 377,900 393,500 413,300 

76 253,000 294,600 340,300 378,500 393,900 413,500 

77 253,300 294,800 340,600 378,900 394,200 413,700 

78 253,600 295,100 341,100 379,400 394,500 414,000 

79 253,900 295,300 341,500 380,000 394,800 414,300 

80 254,200 295,600 341,900 380,500 395,000 414,500 

81 254,500 295,800 342,300 381,000 395,200 414,700 

82 254,800 296,000 342,800 381,600 395,500 415,000 

83 255,100 296,300 343,300 382,100 395,800 415,300 

84 255,400 296,500 343,800 382,400 396,000 415,500 

85 255,700 296,800 344,100 382,800 396,200 415,700 

86 256,000 297,100 344,500 383,300 396,500  

87 256,300 297,400 344,900 383,700 396,800  

88 256,600 297,700 345,300 384,100 397,000  

89 256,900 298,000 345,600 384,500 397,200  

90 257,200 298,300 346,000 385,000 397,500  

91 257,500 298,600 346,400 385,400 397,800  

92 257,800 299,000 346,800 385,800 398,000  

93 258,100 299,200 347,000 386,100 398,200  

94  299,400 347,400    

95  299,700 347,800    

96  300,100 348,200    

97  300,300 348,400    

98  300,600 348,800    

99  301,000 349,200    

100  301,400 349,500    

101  301,600 349,800    



102  310,400 359,800    

103  310,700 360,200    

104  311,000 360,600    

105  311,200 361,100    

106  311,500 361,500    

107  311,800 361,900    

108  312,100 362,300    

109  312,300 362,800    

110  312,600 363,200    

111  313,000 363,500    

112  313,300 363,800    

113  313,500 364,200    

114  313,700     

115  314,000     

116  314,400     

117  314,600     

118  314,800     

119  315,100     

120  315,400     

121  315,700     

122  315,900     

123  316,200     

124  316,500     

125  316,800     

定年前 

再任用 

短時間 

勤務職員 

基準給料

月額 

基本給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 
  

102  301,900 350,200    

103  302,200 350,600    

104  302,500 351,000    

105  302,700 351,500    

106  303,000 351,900    

107  303,300 352,300    

108  303,600 352,700    

109  303,800 353,200    

110  304,200 353,600    

111  304,600 353,900    

112  304,900 354,200    

113  305,100 354,700    

114  305,300     

115  305,600     

116  306,000     

117  306,200     

118  306,400     

119  306,700     

120  307,000     

121  307,400     

122  307,600     

123  307,900     

124  308,200     

125  308,500     

定年前 

再任用 

短時間 

勤務職員 

基準給料

月額 

基本給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 



第2条 日南町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 

別表第1(第3条関係) 

 

別表第1(第3条関係) 

行政職給料表 

職

員

の

区

分 

職務 

の級 
1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号級 
給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員 

 円 円 円 円 円 円 

1 195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800 

2 196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 

3 198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 

4 199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 

5 200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 

6 202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 

7 203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 

8 205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 

9 206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 

10 208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 

11 210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 

12 211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 

13 213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 

14 214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 

15 216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 

16 218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 

17 219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 

18 221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 

19 222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 

20 224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 

21 225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 

22 227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 

23 228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 

24 230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 

25 232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 

26 233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 

27 235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 

28 236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 

29 237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 

30 238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 

31 239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 

32 240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 

33 242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 

34 242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 

35 243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 

36 244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 

37 245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 

38 246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 

39 247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 

40 248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 

41 249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 

42 249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 

43 250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 

44 251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 

行政職給料表 

職

員

の

区

分 

職務

の級 
1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号級 
給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員 

 円 円 円 円 円 円 

1 195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 332,600 

2 196,900 243,300 276,300 309,800 332,600 332,600 

3 198,100 244,700 276,300 309,800 332,600 332,600 

4 199,200 246,100 276,300 309,800 332,600 332,600 

5 200,300 247,500 276,300 309,800 332,600 332,600 

6 202,000 248,900 277,300 309,800 332,600 332,600 

7 203,600 250,300 278,300 309,800 332,600 332,600 

8 205,200 251,700 279,300 309,800 332,600 332,600 

9 206,700 253,100 280,300 309,800 332,600 332,600 

10 208,400 254,300 281,300 311,300 334,400 332,600 

11 210,000 255,600 282,200 312,700 336,200 332,600 

12 211,600 256,900 283,200 314,100 337,900 332,600 

13 213,100 258,100 284,200 315,500 339,600 332,600 

14 214,800 259,300 285,200 316,600 341,300 368,500 

15 216,500 260,500 286,200 317,600 343,000 370,100 

16 218,200 261,700 287,200 318,800 344,600 371,700 

17 219,400 262,800 288,200 320,000 346,200 373,300 

18 221,000 263,900 289,500 321,600 347,900 375,100 

19 222,600 265,000 290,800 323,200 349,600 376,600 

20 224,100 266,100 292,000 324,800 351,200 378,200 

21 225,600 267,000 293,200 326,200 352,700 379,500 

22 227,200 268,000 294,500 327,800 354,300 381,100 

23 228,800 269,000 295,700 329,400 355,900 382,700 

24 230,400 270,000 296,900 331,000 357,400 384,200 

25 232,000 271,000 297,900 332,400 358,800 386,100 

26 233,700 271,900 299,100 334,100 360,500 388,000 

27 235,000 272,700 300,300 335,700 362,100 389,900 

28 236,300 273,600 301,600 337,300 363,700 391,700 

29 237,600 274,400 302,900 338,700 364,800 393,200 

30 238,700 275,200 303,900 340,400 366,300 395,000 

31 239,800 276,000 304,900 342,100 367,800 396,700 

32 240,900 276,700 305,900 343,700 369,300 398,300 

33 242,000 277,400 307,000 344,900 371,000 400,000 

34 242,900 278,200 308,200 346,800 372,800 401,400 

35 243,800 279,000 309,300 348,500 374,400 402,800 

36 244,800 279,600 310,500 350,100 376,100 404,200 

37 245,800 280,300 311,600 351,600 377,500 405,600 

38 246,700 281,100 312,900 353,200 378,800 406,800 

39 247,600 281,800 314,200 354,800 380,000 408,000 

40 248,400 282,500 315,500 356,400 381,400 409,000 

41 249,200 283,200 316,700 358,100 382,500 410,100 

42 249,900 283,900 318,000 359,900 383,400 411,300 

43 250,500 284,600 319,300 361,700 384,400 412,400 

44 251,100 285,300 320,600 363,500 385,400 413,500 



45 251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 

46 252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100 

47 253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400 

48 253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700 

49 254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900 

50 254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200 

51 255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400 

52 255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700 

53 256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900 

54 256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200 

55 256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500 

56 257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800 

57 257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000 

58 257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300 

59 258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600 

60 258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800 

61 258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000 

62 259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300 

63 259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600 

64 259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800 

65 259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000 

66 260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300 

67 260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600 

68 260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800 

69 261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000 

70 261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300 

71 261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600 

72 262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800 

73 262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000 

74 262,600 302,800 350,900 392,100 406,300  

75 262,900 303,100 351,200 392,500 406,600  

76 263,200 303,400 351,600 392,800 406,800  

77 263,500 303,600 352,000 393,200 407,000  

78 263,800 303,900 352,500 393,700 407,300  

79 264,100 304,100 353,000 394,100 407,600  

80 264,400 304,400 353,500 394,500 407,800  

81 264,700 304,600 353,800 394,900 408,000  

82 265,000 304,800 354,200 395,400 408,300  

83 265,300 305,100 354,600 395,800 408,600  

84 265,600 305,300 355,000 396,200 408,800  

85 265,900 305,600 355,300 396,500 409,000  

86 266,200 305,800 355,700    

87 266,500 306,100 356,100    

88 266,800 306,400 356,500    

89 267,100 306,700 356,700    

90 267,400 307,000 357,100    

91 267,700 307,300 357,500    

92 268,000 307,600 357,900    

93 268,300 307,800 358,100    

94  308,000 358,400    

95  308,300 358,800    

96  308,700 359,100    

97  308,900 359,400    

98  309,200 359,800    

45 251,800 286,000 321,900 365,000 386,200 414,200 

46 252,400 286,600 323,100 366,400 387,100 414,900 

47 253,000 287,300 324,400 367,800 388,000 415,500 

48 253,600 287,900 325,500 369,200 388,800 416,200 

49 254,100 288,600 326,400 370,700 389,600 416,800 

50 254,700 289,200 327,700 371,500 390,400 417,400 

51 255,300 289,900 329,000 372,400 391,200 417,900 

52 255,800 290,600 330,300 373,400 391,900 418,300 

53 256,200 291,100 331,400 374,300 392,600 418,700 

54 256,600 291,700 332,700 375,400 393,300 418,900 

55 256,900 292,300 333,900 376,300 394,000 419,200 

56 257,200 293,000 335,100 377,300 394,700 419,500 

57 257,500 293,600 336,400 378,200 395,200 419,800 

58 257,800 294,200 337,400 378,900 395,800 420,100 

59 258,100 294,800 338,500 379,600 396,400 420,400 

60 258,400 295,500 339,600 380,200 397,100 420,700 

61 258,700 296,100 340,300 380,600 397,500 420,900 

62 259,000 296,700 341,200 381,200 398,100 421,200 

63 259,300 297,200 341,900 381,800 398,700 421,400 

64 259,600 297,700 342,700 382,500 399,200 421,700 

65 259,900 298,200 343,500 382,800 399,600 421,900 

66 260,200 298,800 343,900 383,500 400,200 422,200 

67 260,500 299,300 344,400 384,200 400,800 422,500 

68 260,800 299,900 345,100 384,800 401,300 422,800 

69 261,100 300,300 345,900 385,100 401,700 423,000 

70 261,400 300,800 346,600 385,600 402,200 423,300 

71 261,700 301,300 347,300 386,200 402,700 423,600 

72 262,000 301,900 347,900 386,800 403,300 423,800 

73 262,300 302,400 348,400 387,100 403,600 424,000 

74 262,600 302,800 349,000 387,700 404,000 424,300 

75 262,900 303,100 349,500 388,400 404,300 424,600 

76 263,200 303,400 350,100 389,000 404,700 424,800 

77 263,500 303,600 350,400 389,400 405,000 425,000 

78 263,800 303,900 350,900 389,900 405,300 425,300 

79 264,100 304,100 351,200 390,500 405,600 425,600 

80 264,400 304,400 351,600 391,000 405,800 425,800 

81 264,700 304,600 352,000 391,500 406,000 426,000 

82 265,000 304,800 352,500 392,100 406,300 426,300 

83 265,300 305,100 353,000 392,500 406,600 426,600 

84 265,600 305,300 353,500 392,800 406,800 426,800 

85 265,900 305,600 353,800 393,200 407,000 427,000 

86 266,200 305,800 354,200 393,700 407,300  

87 266,500 306,100 354,600 394,100 407,600  

88 266,800 306,400 355,000 394,500 407,800  

89 267,100 306,700 355,300 394,900 408,000  

90 267,400 307,000 355,700 395,400 408,300  

91 267,700 307,300 356,100 395,800 408,600  

92 268,000 307,600 356,500 396,200 408,800  

93 268,300 307,800 356,700 396,500 409,000  

94  308,000 357,100    

95  308,300 357,500    

96  308,700 357,900    

97  308,900 358,100    

98  309,200 358,400    



99  309,500 360,200    

100  309,900 360,600    

101  310,100 361,100    

102  310,400 361,500    

103  310,700 361,900    

104  311,000 362,300    

105  311,200 362,800    

106  311,500 363,200    

107  311,800 363,500    

108  312,100 363,800    

109  312,300 364,200    

110  312,600     

111  313,000     

112  313,300     

113  313,500     

114  313,700     

115  314,000     

116  314,400     

117  314,600     

118  314,800     

119  315,100     

120  315,400     

121  315,700     

122  315,900     

123  316,200     

124  316,500     

125  316,800     

定年前 

再任用 

短時間 

勤務職員 

基準給料

月額 

基本給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 
 

99  309,500 358,800    

100  309,900 359,100    

101  310,100 359,400    

102  310,400 359,800    

103  310,700 360,200    

104  311,000 360,600    

105  311,200 361,100    

106  311,500 361,500    

107  311,800 361,900    

108  312,100 362,300    

109  312,300 362,800    

110  312,600 363,200    

111  313,000 363,500    

112  313,300 363,800    

113  313,500 364,200    

114  313,700     

115  314,000     

116  314,400     

117  314,600     

118  314,800     

119  315,100     

120  315,400     

121  315,700     

122  315,900     

123  316,200     

124  316,500     

125  316,800     

定年前 

再任用 

短時間 

勤務職員 

基準給料

月額 

基本給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 
 

  

備考 改正部分は、下線の部分及び太枠で囲まれた部分である。 

  



第3条 日南町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(期末手当) 

第19条 (略) 

(期末手当) 

第19条 (略) 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場

合には100分の126.25(管理又は監督の地位にある職員の

うち別に定めるもの(次項及び第20条において「特定管

理職員」という。）にあっては100分の106.25）   

                          

       に、基準日以前6箇月以内の期間に

おけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する

場合には100分の125(管理又は監督の地位にある職員の

うち別に定めるもの(次項及び第20条において「特定管

理職員」という。）にあっては100分の105、12月に支

給する場合には100分の127.5(特定管理職員にあって

は、100分の107.5）に、基準日以前6箇月以内の期間に

おけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(表は省略) (表は省略) 

3～6 (略) 3～6 (略) 

(勤勉手当) 

第20条 (略) 

(勤勉手当) 

第20条 (略) 

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が別に

定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。

この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額

の、総額は、第1号に定める額を超えてはならない。 

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が別に

定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。

この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額

の、総額は、第1号に定める額を超えてはならない。 

(1) 勤勉手当基礎額に職員がそれぞれの基準日現在(退

職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。)において受ける

べき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する

場合に100分の106.25（特定管理職員にあっては100

分の126.25）、12月に支給する場合には100分の107.

5（特定管理職員にあって、100分の127.5）を乗じて

得た額の総額 

(1) 勤勉手当基礎額に職員がそれぞれの基準日現在(退

職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。)において受ける

べき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する

場合には100分の105（特定管理職員にあっては100

分の125）、12月に支給する場合には100分の107.5

（特定管理職員にあっては、100分の127.5）を乗じて

得た額の総額 

3～5 (略) 3～5 (略) 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 

 附 則  

 (施行期日等) 

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和8年1月1日から、第3条の規定は令和8年4月1日か

ら施行する。 

2 第1条の規定による改正後の日南町職員の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）は、令和7年4月1日から

適用する。 

 (給与の内払) 

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日南町職員の給与に関する条例の規定に基

づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 (号級の切替え) 

4 令和8年1月1日（以下「切替日」という。）の前日において給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であ

って、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給

（同表において「新号給」という。）は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」とい

う。)に応じて同表に定める号給とする。 

 

 



附則別表（附則第4条関係） 

号級の切替表 

旧号給 
新号給 

3級 4級 5級 6級 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 

6 2 1 1 1 

7 3 1 1 1 

8 4 1 1 1 

9 5 1 1 1 

10 6 2 2 1 

11 7 3 3 1 

12 8 4 4 1 

13 9 5 5 1 

14 10 6 6 2 

15 11 7 7 3 

16 12 8 8 4 

17 13 9 9 5 

18 14 10 10 6 

19 15 11 11 7 

20 16 12 12 8 

21 17 13 13 9 

22 18 14 14 10 

23 19 15 15 11 

24 20 16 16 12 

25 21 17 17 13 

26 22 18 18 14 

27 23 19 19 15 

28 24 20 20 16 

29 25 21 21 17 

30 26 22 22 18 

31 27 23 23 19 

32 28 24 24 20 

33 29 25 25 21 

34 30 26 26 22 

35 31 27 27 23 

36 32 28 28 24 

37 33 29 29 25 

38 34 30 30 26 

39 35 31 31 27 

40 36 32 32 28 

41 37 33 33 29 

42 38 34 34 30 

43 39 35 35 31 

44 40 36 36 32 

45 41 37 37 33 

46 42 38 38 34 

47 43 39 39 35 

48 44 40 40 36 

49 45 41 41 37 



50 46 42 42 38 

51 47 43 43 39 

52 48 44 44 40 

53 49 45 45 41 

54 50 46 46 42 

55 51 47 47 43 

56 52 48 48 44 

57 53 49 49 45 

58 54 50 50 46 

59 55 51 51 47 

60 56 52 52 48 

61 57 53 53 49 

62 58 54 54 50 

63 59 55 55 51 

64 60 56 56 52 

65 61 57 57 53 

66 62 58 58 54 

67 63 59 59 55 

68 64 60 60 56 

69 65 61 61 57 

70 66 62 62 58 

71 67 63 63 59 

72 68 64 64 60 

73 69 65 65 61 

74 70 66 66 62 

75 71 67 67 63 

76 72 68 68 64 

77 73 69 69 65 

78 74 70 70 66 

79 75 71 71 67 

80 76 72 72 68 

81 77 73 73 69 

82 78 74 74 70 

83 79 75 75 71 

84 80 76 76 72 

85 81 77 77 73 

86 82 78 78  

87 83 79 79  

88 84 80 80  

89 85 81 81  

90 86 82 82  

91 87 83 83  

92 88 84 84  

93 89 85 85  

94 90 86 86  

95 91 87 87  

96 92 88 88  

97 93 89 89  

98 94 90 90  

99 95 91 91  

100 96 92 92  

101 97 93 93  

102 98 94   

103 99 95   



104 100 96   

105 101 97   

106 102 98   

107 103 99   

108 104 100   

109 105 101   

110 106 102   

111 107 103   

112 108 104   

113 109 105   

114 110 106   

115 111 107   

116 112 108   

117 113    

118 114    

119 115    

120 116    

121 117    

122 118    

123 119    

124 120    

125 121    

126 122    

127 123    

128 124    

129 125    

 



議案第 98号 

 

 

日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 

 

次のとおり、日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについ

て、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第 1項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

 

令和 7年 12月 17日 

 

 

                            日南町長 中村 英明 

 

 

日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

第 1条 日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第 7号）の一部を 

次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 

別表第 1(第 3条関係) 

 

別表第 1(第 3条関係) 

職務の級 1級 ２級 ３級 

号級 給料月額 給料月額 給料月額 

 円 円 円 

1 195,800 276,300 309,800 

2 196,900 276,300 309,800 

3 198,100 276,300 309,800 

4 199,200 276,300 309,800 

5 200,300 276,300 309,800 

6 202,000 277,300 309,800 

7 203,600 278,300 309,800 

8 205,200 279,300 309,800 

9 206,700 280,300 309,800 

10 208,400 281,300 311,300 

職務の級 1級 ２級 ３級 

号級 給料月額 給料月額 給料月額 

 円 円 円 

1 183,500 261,300 287,300 

2 184,600 262,300 288,900 

3 185,800 263,300 290,400 

4 186,900 264,300 291,900 

5 188,000 265,300 293,400 

6 189,700 266,300 294,900 

7 191,300 267,300 296,300 

8 192,900 268,300 297,600 

9 194,500 269,300 298,800 

10 196,200 270,300 300,300 



11 210,000 282,200 312,700 

12 211,600 283,200 314,100 

13 213,100 284,200 315,500 

14 214,800 285,200 316,600 

15 216,500 286,200 317,600 

16 218,200 287,200 318,800 

17 219,400 288,200 320,000 

18 221,000 289,500 321,600 

19 222,600 290,800 323,200 

20 224,100 292,000 324,800 

21 225,600 293,200 326,200 

22 227,200 294,500 327,800 

23 228,800 295,700 329,400 

24 230,400 296,900 331,000 

25 232,000 297,900 332,400 

26 233,700 299,100 334,100 

27 235,000 300,300 335,700 

28 236,300 301,600 337,300 

29 237,600 302,900 338,700 

30 238,700 303,900 340,400 

31 239,800 304,900 342,100 

32 240,900 305,900 343,700 

33 242,000 307,000 344,900 

34 242,900 308,200 346,800 

35 243,800 309,300 348,500 

36 244,800 310,500 350,100 

37 245,800 311,600 351,600 

38 246,700 312,900 353,200 

39 247,600 314,200 354,800 

40 248,400 315,500 356,400 

41 249,200 316,700 358,100 

42 249,900 318,000 359,900 

43 250,500 319,300 361,700 

44 251,100 320,600 363,500 

45 251,800 321,900 365,000 

46 252,400 323,100 366,400 

47 253,000 324,400 367,800 

48 253,600 325,500 369,200 

49 254,100 326,400 370,700 

50 254,700 327,700 371,500 

51 255,300 329,000 372,400 

11 197,800 271,300 301,800 

12 199,400 272,300 303,200 

13 201,000 273,300 304,600 

14 202,700 274,300 305,700 

15 204,400 275,300 306,700 

16 206,100 276,400 307,900 

17 207,400 277,400 309,100 

18 209,000 278,700 310,700 

19 210,600 280,000 312,300 

20 212,100 281,200 313,900 

21 213,600 282,500 315,400 

22 215,200 283,800 317,000 

23 216,800 285,000 318,600 

24 218,400 286,200 320,200 

25 220,000 287,300 321,700 

26 221,700 288,500 323,400 

27 223,000 289,800 325,000 

28 224,300 291,100 326,600 

29 225,600 292,400 328,000 

30 226,700 293,400 329,700 

31 227,800 294,400 331,400 

32 228,900 295,500 333,000 

33 230,000 296,600 334,200 

34 231,100 297,800 336,100 

35 232,200 298,900 337,800 

36 233,300 300,100 339,400 

37 234,400 301,300 340,900 

38 235,400 302,600 342,500 

39 236,400 303,900 344,100 

40 237,300 305,200 345,700 

41 238,200 306,500 347,400 

42 239,100 307,800 349,200 

43 239,900 309,100 351,000 

44 240,700 310,400 352,800 

45 241,400 311,700 354,300 

46 242,000 313,000 355,700 

47 242,600 314,300 357,100 

48 243,200 315,400 358,500 

49 243,800 316,300 360,000 

50 244,400 317,600 360,800 

51 245,000 318,900 361,800 



52 255,800 330,300 373,400 

53 256,200 331,400 374,300 

54 256,600 332,700 375,400 

55 256,900 333,900 376,300 

56 257,200 335,100 377,300 

57 257,500 336,400 378,200 

58 257,800 337,400 378,900 

59 258,100 338,500 379,600 

60 258,400 339,600 380,200 

61 258,700 340,300 380,600 

62 259,000 341,200 381,200 

63 259,300 341,900 381,800 

64 259,600 342,700 382,500 

65 259,900 343,500 382,800 

66 260,200 343,900 383,500 

67 260,500 344,400 384,200 

68 260,800 345,100 384,800 

69 261,100 345,900 385,100 

70 261,400 346,600 385,600 

71 261,700 347,300 386,200 

72 262,000 347,900 386,800 

73 262,300 348,400 387,100 

74 262,600 349,000 387,700 

75 262,900 349,500 388,400 

76 263,200 350,100 389,000 

77 263,500 350,400 389,400 

78 263,800 350,900 389,900 

79 264,100 351,200 390,500 

80 264,400 351,600 391,000 

81 264,700 352,000 391,500 

82 265,000 352,500 392,100 

83 265,300 353,000 392,500 

84 265,600 353,500 392,800 

85 265,900 353,800 393,200 

86 266,200 354,200 393,700 

87 266,500 354,600 394,100 

88 266,800 355,000 394,500 

89 267,100 355,300 394,900 

52 245,500 320,200 362,800 

53 246,000 321,400 363,700 

54 246,400 322,700 364,800 

55 246,700 323,900 365,700 

56 247,000 325,100 366,700 

57 247,300 326,400 367,600 

58 247,600 327,500 368,300 

59 247,900 328,600 369,000 

60 248,200 329,700 369,600 

61 248,500 330,400 370,000 

62 248,800 331,300 370,600 

63 249,100 332,000 371,300 

64 249,400 332,800 372,000 

65 249,700 333,600 372,300 

66 250,000 334,000 373,000 

67 250,300 334,600 373,700 

68 250,600 335,300 374,300 

69 250,900 336,100 374,600 

70 251,200 336,800 375,100 

71 251,500 337,500 375,700 

72 251,800 338,100 376,300 

73 252,100 338,600 376,600 

74 252,400 339,200 377,200 

75 252,700 339,700 377,900 

76 253,000 340,300 378,500 

77 253,300 340,600 378,900 

78 253,600 341,100 379,400 

79 253,900 341,500 380,000 

80 254,200 341,900 380,500 

81 254,500 342,300 381,000 

82 254,800 342,800 381,600 

83 255,100 343,300 382,100 

84 255,400 343,800 382,400 

85 255,700 344,100 382,800 

86 256,000 344,500 383,300 

87 256,300 344,900 383,700 

88 256,600 345,300 384,100 

89 256,900 345,600 384,500 



90 267,400 355,700 395,400 

91 267,700 356,100 395,800 

92 268,000 356,500 396,200 

93 268,300 356,700 396,500 

94  357,100  

95  357,500  

96  357,900  

97  358,100  

98  358,400  

99  358,800  

100  359,100  

101  359,400  

102  359,800  

103  360,200  

104  360,600  

105  361,100  

106  361,500  

107  361,900  

108  362,300  

109  362,800  

110  363,200  

111  363,500  

112  363,800  

113  364,200  
 

90 257,200 346,000 385,000 

91 257,500 346,400 385,400 

92 257,800 346,800 385,800 

93 258,100 347,000 386,100 

94  347,400  

95  347,800  

96  348,200  

97  348,400  

98  348,800  

99  349,200  

100  349,500  

101  349,800  

102  350,200  

103  350,600  

104  351,000  

105  351,500  

106  351,900  

107  352,300  

108  352,700  

109  353,200  

110  353,600  

111  353,900  

112  354,200  

113  354,700  
 

  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 

第 2条 日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 

 

 

 

職務の級 1級 ２級 ３級 

号級 
給料月額 給料月額 給料月額 

円 円 円 

1 195,800 276,300 309,800 

2 196,900 277,300 311,300 

職務の級 1級 ２級 ３級 

号級 
給料月額 給料月額 給料月額 

円 円 円 

1 195,800 276,300 309,800 

2 196,900 276,300 309,800 



3 198,100 278,300 312,700 

4 199,200 279,300 314,100 

5 200,300 280,300 315,500 

6 202,000 281,300 316,600 

7 203,600 282,200 317,600 

8 205,200 283,200 318,800 

9 206,700 284,200 320,000 

10 208,400 285,200 321,600 

11 210,000 286,200 323,200 

12 211,600 287,200 324,800 

13 213,100 288,200 326,200 

14 214,800 289,500 327,800 

15 216,500 290,800 329,400 

16 218,200 292,000 331,000 

17 219,400 293,200 332,400 

18 221,000 294,500 334,100 

19 222,600 295,700 335,700 

20 224,100 296,900 337,300 

21 225,600 297,900 338,700 

22 227,200 299,100 340,400 

23 228,800 300,300 342,100 

24 230,400 301,600 343,700 

25 232,000 302,900 344,900 

26 233,700 303,900 346,800 

27 235,000 304,900 348,500 

28 236,300 305,900 350,100 

29 237,600 307,000 351,600 

30 238,700 308,200 353,200 

31 239,800 309,300 354,800 

32 240,900 310,500 356,400 

33 242,000 311,600 358,100 

34 242,900 312,900 359,900 

35 243,800 314,200 361,700 

36 244,800 315,500 363,500 

37 245,800 316,700 365,000 

38 246,700 318,000 366,400 

39 247,600 319,300 367,800 

40 248,400 320,600 369,200 

41 249,200 321,900 370,700 

42 249,900 323,100 371,500 

43 250,500 324,400 372,400 

44 251,100 325,500 373,400 

3 198,100 276,300 309,800 

4 199,200 276,300 309,800 

5 200,300 276,300 309,800 

6 202,000 277,300 309,800 

7 203,600 278,300 309,800 

8 205,200 279,300 309,800 

9 206,700 280,300 309,800 

10 208,400 281,300 311,300 

11 210,000 282,200 312,700 

12 211,600 283,200 314,100 

13 213,100 284,200 315,500 

14 214,800 285,200 316,600 

15 216,500 286,200 317,600 

16 218,200 287,200 318,800 

17 219,400 288,200 320,000 

18 221,000 289,500 321,600 

19 222,600 290,800 323,200 

20 224,100 292,000 324,800 

21 225,600 293,200 326,200 

22 227,200 294,500 327,800 

23 228,800 295,700 329,400 

24 230,400 296,900 331,000 

25 232,000 297,900 332,400 

26 233,700 299,100 334,100 

27 235,000 300,300 335,700 

28 236,300 301,600 337,300 

29 237,600 302,900 338,700 

30 238,700 303,900 340,400 

31 239,800 304,900 342,100 

32 240,900 305,900 343,700 

33 242,000 307,000 344,900 

34 242,900 308,200 346,800 

35 243,800 309,300 348,500 

36 244,800 310,500 350,100 

37 245,800 311,600 351,600 

38 246,700 312,900 353,200 

39 247,600 314,200 354,800 

40 248,400 315,500 356,400 

41 249,200 316,700 358,100 

42 249,900 318,000 359,900 

43 250,500 319,300 361,700 

44 251,100 320,600 363,500 



45 251,800 326,400 374,300 

46 252,400 327,700 375,400 

47 253,000 329,000 376,300 

48 253,600 330,300 377,300 

49 254,100 331,400 378,200 

50 254,700 332,700 378,900 

51 255,300 333,900 379,600 

52 255,800 335,100 380,200 

53 256,200 336,400 380,600 

54 256,600 337,400 381,200 

55 256,900 338,500 381,800 

56 257,200 339,600 382,500 

57 257,500 340,300 382,800 

58 257,800 341,200 383,500 

59 258,100 341,900 384,200 

60 258,400 342,700 384,800 

61 258,700 343,500 385,100 

62 259,000 343,900 385,600 

63 259,300 344,400 386,200 

64 259,600 345,100 386,800 

65 259,900 345,900 387,100 

66 260,200 346,600 387,700 

67 260,500 347,300 388,400 

68 260,800 347,900 389,000 

69 261,100 348,400 389,400 

70 261,400 349,000 389,900 

71 261,700 349,500 390,500 

72 262,000 350,100 391,000 

73 262,300 350,400 391,500 

74 262,600 350,900 392,100 

75 262,900 351,200 392,500 

76 263,200 351,600 392,800 

77 263,500 352,000 393,200 

78 263,800 352,500 393,700 

79 264,100 353,000 394,100 

80 264,400 353,500 394,500 

81 264,700 353,800 394,900 

82 265,000 354,200 395,400 

45 251,800 321,900 365,000 

46 252,400 323,100 366,400 

47 253,000 324,400 367,800 

48 253,600 325,500 369,200 

49 254,100 326,400 370,700 

50 254,700 327,700 371,500 

51 255,300 329,000 372,400 

52 255,800 330,300 373,400 

53 256,200 331,400 374,300 

54 256,600 332,700 375,400 

55 256,900 333,900 376,300 

56 257,200 335,100 377,300 

57 257,500 336,400 378,200 

58 257,800 337,400 378,900 

59 258,100 338,500 379,600 

60 258,400 339,600 380,200 

61 258,700 340,300 380,600 

62 259,000 341,200 381,200 

63 259,300 341,900 381,800 

64 259,600 342,700 382,500 

65 259,900 343,500 382,800 

66 260,200 343,900 383,500 

67 260,500 344,400 384,200 

68 260,800 345,100 384,800 

69 261,100 345,900 385,100 

70 261,400 346,600 385,600 

71 261,700 347,300 386,200 

72 262,000 347,900 386,800 

73 262,300 348,400 387,100 

74 262,600 349,000 387,700 

75 262,900 349,500 388,400 

76 263,200 350,100 389,000 

77 263,500 350,400 389,400 

78 263,800 350,900 389,900 

79 264,100 351,200 390,500 

80 264,400 351,600 391,000 

81 264,700 352,000 391,500 

82 265,000 352,500 392,100 



83 265,300 354,600 395,800 

84 265,600 355,000 396,200 

85 265,900 355,300 396,500 

86 266,200 355,700  

87 266,500 356,100  

88 266,800 356,500  

89 267,100 356,700  

90 267,400 357,100  

91 267,700 357,500  

92 268,000 357,900  

93 268,300 358,100  

94  358,400  

95  358,800  

96  359,100  

97  359,400  

98  359,800  

99  360,200  

100  360,600  

101  361,100  

102  361,500  

103  361,900  

104  362,300  

105  362,800  

106  363,200  

107  363,500  

108  363,800  

109  364,200  
 

83 265,300 353,000 392,500 

84 265,600 353,500 392,800 

85 265,900 353,800 393,200 

86 266,200 354,200 393,700 

87 266,500 354,600 394,100 

88 266,800 355,000 394,500 

89 267,100 355,300 394,900 

90 267,400 355,700 395,400 

91 267,700 356,100 395,800 

92 268,000 356,500 396,200 

93 268,300 356,700 396,500 

94  357,100  

95  357,500  

96  357,900  

97  358,100  

98  358,400  

99  358,800  

100  359,100  

101  359,400  

102  359,800  

103  360,200  

104  360,600  

105  361,100  

106  361,500  

107  361,900  

108  362,300  

109  362,800  

110  363,200  

111  363,500  

112  363,800  

113  364,200  
 

  

  

備考 改正部分は、下線の部分及び太枠で囲まれた部分である。 

 

附 則 

（施行期日等） 

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 2条の規定は令和 8年 4月 1日から施行する 



2 第 1条の規定による改正後の日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（以下「会

計年度任用職員給与条例」という。）規定は、令和 7年 4月 1日から適用する。 

（給与の内払） 

3 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第 1条の規定による改正前の日南

町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会

計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

（号級の切替え） 

4 令和 8年 1月 1日（以下「切替日」という。）の前日において日南町会計年度任用職員給与条例別

表第 1の給料表の適用を受けていた会計年度任用職員であって、同日においてその者が属していた職務

の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給（同表において「新号

給」という。）は、切替日の前日においてその者が受けていた号給（同表において「旧号給」とい

う。）に応じて同表に定める号給とする。 

附則別表（附則第 2条関係） 

号級の切替表 

旧号級 
新号級 

2級 3級 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 1 

6 2 1 

7 3 1 

8 4 1 

9 5 1 

10 6 2 

11 7 3 

12 8 4 

13 9 5 

14 10 6 

15 11 7 

16 12 8 

17 13 9 

18 14 10 

19 15 11 

20 16 12 

21 17 13 

22 18 14 



23 19 15 

24 20 16 

25 21 17 

26 22 18 

27 23 19 

28 24 20 

29 25 21 

30 26 22 

31 27 23 

32 28 24 

33 29 25 

34 30 26 

35 31 27 

36 32 28 

37 33 29 

38 34 30 

39 35 31 

40 36 32 

41 37 33 

42 38 34 

43 39 35 

44 40 36 

45 41 37 

46 42 38 

47 43 39 

48 44 40 

49 45 41 

50 46 42 

51 47 43 

52 48 44 

53 49 45 

54 50 46 

55 51 47 

56 52 48 

57 53 49 

58 54 50 

59 55 51 

60 56 52 

61 57 53 

62 58 54 

63 59 55 

64 60 56 



65 61 57 

66 62 58 

67 63 59 

68 64 60 

69 65 61 

70 66 62 

71 67 63 

72 68 64 

73 69 65 

74 70 66 

75 71 67 

76 72 68 

77 73 69 

78 74 70 

79 75 71 

80 76 72 

81 77 73 

82 78 74 

83 79 75 

84 80 76 

85 81 77 

86 82 78 

87 83 79 

88 84 80 

89 85 81 

90 86 82 

91 87 83 

92 88 84 

93 89 85 

94 90  

95 91  

96 92  

97 93  

98 94  

99 95  

100 96  

101 97  

102 98  

103 99  

104 100  

105 101  

106 102  



107 103  

108 104  

109 105  

110 106  

111 107  

112 108  

113 109  



議案第99号

令和7年度日南町一般会計補正予算（第7号）

令和7年度日南町の一般会計補正予算（第7号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ105,814千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,786,060千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」
による。

令和7年12月17日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明



歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

18 繰入金 776,474 105,814 882,288

2 基金繰入金 776,474 105,814 882,288

歳               入               合               計 7,680,246 105,814 7,786,060

1  (一般会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正



歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

2 総務費 1,985,875 105,217 2,091,092

1 総務管理費 1,920,441 105,217 2,025,658

3 民生費 958,714 1,505 960,219

1 社会福祉費 713,266 1,505 714,771

6 農林水産業費 1,626,657 △275 1,626,382

1 農業費 861,154 △275 860,879

8 土木費 660,409 △633 659,776

2 道路橋梁費 624,013 △633 623,380

歳               出               合               計 7,680,246 105,814 7,786,060

2  (一般会計)





令和7年度日南町一般会計補正予算（第7号）に関する説明書



１　総　括
（歳　入） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

18 繰入金 776,474 105,814 882,288

　　　　 歳          入          合          計 7,680,246 105,814 7,786,060

1  (一般会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書



（歳　出） （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

2 総務費 1,985,875 105,217 2,091,092 105,217

3 民生費 958,714 1,505 960,219 1,505

6 農林水産業費 1,626,657 △275 1,626,382 △275

8 土木費 660,409 △633 659,776 △633

 歳     出     合     計 7,680,246 105,814 7,786,060 105,814

一 般 財 源

2  (一般会計)



２　歳　入

（款） 18  繰入金                                  （項） 2  基金繰入金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

  1 財政調整基金繰入金 612,442 105,814 718,256   1 財政調整基金繰入金 105,814 財政調整基金繰入金 105,814

　 　　計 776,474 105,814 882,288

3  (一般会計)

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３　歳　出

（款） 2  総務費                                   （項） 1  総務管理費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  1 一般管理費 1,035,299 105,217 1,140,516 105,217   1 報酬 △5,200 職員給与事務 105,217  

  2 給料 69,863

  3 職員手当等 17,255

  4 共済費 18,370

  8 旅費 79

 18 負担金補助及 4,850

び交付金

　計 1,920,441 105,217 2,025,658 105,217

（款） 3  民生費                                   （項） 1  社会福祉費

  1 社会福祉総 316,443 984 317,427 984  27 繰出金 984 国民健康保険事業 984  

務費

  3 老人福祉費 362,302 521 362,823 521  27 繰出金 521 介護保険事業 521  

　計 713,266 1,505 714,771 1,505

（款） 6  農林水産業費                             （項） 1  農業費

  5 農地費 240,922 △275 240,647 △275   2 給料 144 国土調査事業 △275  

  3 職員手当等 71

  4 共済費 △490

　計 861,154 △275 860,879 △275

節

一般財源

4  (一般会計)



（款） 8  土木費                                   （項） 2  道路橋梁費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  2 道路維持費 456,258 △633 455,625 △633   1 報酬 △300 道路維持管理事業 △633  

  3 職員手当等 △201

  4 共済費 △150

  8 旅費 18

　計 624,013 △633 623,380 △633

5  (一般会計)

節

一般財源



（１）総括

区分 職員数 報酬 備　考

（人） （千円）

138 45,435 347,027

( 97 )

137 50,935 325,052

( 97 )

1 △ 5,500

(  0 )

扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外手当 住居手当 管理職手当 宿日直手当 特殊勤務手当 児童手当
退職手当

組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 12,045 105,652 97,061 0 22,279 13,500 7,264 12,492 1,560 700 8,900 65,574

補正前 11,633 103,720 83,891 0 22,279 13,500 7,264 11,473 1,468 700 8,400 60,724

比較 412 1,932 13,170 0 0 0 0 1,019 92 0 500 4,850

1．一般職

給　　与　　費

給　　　料 職員手当 計 共済費 合　　計

17,730 104,212

補正前
428,253 804,240 149,207 953,447

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後
498,260 890,722 166,937 1,057,659

職員手当
の内訳

区 分

比較
70,007 21,975 86,482

6  (一般会計)

給　与　費　明　細　書



ア　会計年度任用職員以外の職員

区分 職員数 報酬 備　考

（人） （千円）

95

( 2 )

95

( 2 )

0 17,938

( 0 )

扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外手当 住居手当 管理職手当 宿日直手当 特殊勤務手当 児童手当
退職手当

組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 12,045 74,464 70,380 0 19,066 13,500 6,834 12,492 1,560 700 8,900 61,145

補正前 11,633 74,464 59,315 0 19,066 13,500 6,834 11,473 1,468 700 8,400 56,295

比較 412 0 11,065 0 0 0 0 1,019 92 0 500 4,850

備考　　１　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

　　　　　２　（）内は、短時間勤務職員について外書すること。

給　　与　　費

給　　　料 職員手当 計

700,801

補正後
374,274 281,086 655,360 123,619

共済費 合　　計

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

職員手当
の内訳

区 分

7  (一般会計)

比較
43,740 61,678 16,500 78,178

778,979

補正前
330,534 263,148 593,682 107,119



イ　会計年度任用職員

区分 職員数 報酬 備　考

（人） （千円）

43 45,435 65,941

( 97 )

42 50,935 61,904

( 97 )

1 △ 5,500 4,037

( 0 )

扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外手当 住居手当 管理職手当 宿日直手当 特殊勤務手当 児童手当
退職手当

組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 0 31,188 26,681 0 3,213 0 430 0 0 0 0 4,429

補 正 前 0 29,256 24,576 0 3,213 0 430 0 0 0 0 4,429

比 較 0 1,932 2,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備考　　１　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

　　　　　２　（）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書すること。

8  (一般会計)

給　　与　　費

給　　　料 職員手当 計 共済費

235,362 43,318 278,680

合　　計

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

職 員 手 当
の 内 訳

区 分

比較
26,267 24,804 1,230 26,034

補正前
97,719 210,558 42,088 252,646

補正後
123,986



（２）給料及び職員手当の増減額の明細

ア、イの合計

区　分

ア　会計年度任用職員以外の職

区　分

イ　会計年度任用職員

区　分

給　料 70,007

給与改定に伴う増減分 18,261

下記説明のとおり

昇 給 に 伴 う 増 加 分 1,076

そ の 他 の 増 減 分 50,670

増減額（千円） 増減事由別内訳（千円） 説 明 備　　　考

給　料 43,740

給与改定に伴う増減分 12,065

職員手当 21,975
制度改正に伴う増減分 8,764

そ の 他 の 増 減 分 13,211

昇 給 に 伴 う 増 減 分 1,076 昇格による増額

そ の 他 の 増 減 分 30,599 人事異動等に伴う増額

増減額（千円） 増減事由別内訳（千円） 説 明 備　　　考

職員手当 17,938
制度改正に伴う増減分 5,360

そ の 他 の 増 減 分 12,578 人事異動等に伴う増額

増減額（千円） 増減事由別内訳（千円） 説 明 備　　　考

給　料 26,267

給与改定に伴う増減分 6,196

そ の 他 の 増 減 分 633 人事異動等に伴う減額

昇 給 に 伴 う 増 減 分 0

そ の 他 の 増 減 分 20,071 人事異動等に伴う増額

9  (一般会計)

職員手当 4,037
制度改正に伴う増減分 3,404



議案第100号

令和7年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

令和7年度日南町の国民健康保険特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ984千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ652,412千円

とする。

２ 事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算

補正」による。

令和7年12月17日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明



歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

8 繰入金 94,656 984 95,640

1 他会計繰入金 52,584 984 53,568

歳               入               合               計 651,428 984 652,412

1  (国保会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正



歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

1 総務費 26,498 984 27,482

1 総務管理費 26,449 984 27,433

歳               出               合               計 651,428 984 652,412

2  (国保会計)





令和7年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）に関する説明書



１　総　括
（歳　入） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

8 繰入金 94,656 984 95,640

　　　　 歳          入          合          計 651,428 984 652,412

1  (国保会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書



（歳　出） （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

1 総務費 26,498 984 27,482 984

 歳     出     合     計 651,428 984 652,412 984

一 般 財 源

2  (国保会計)



２　歳　入

（款） 8  繰入金                                   （項） 1  他会計繰入金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

  1 一般会計繰入金 52,584 984 53,568   3 職員給与費等繰入金 984 職員給与費等繰入金 984

　 　　計 52,584 984 53,568

3  (国保会計)

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３　歳　出

（款） 1  総務費                                   （項） 1  総務管理費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  1 一般管理費 26,449 984 27,433 984   2 給料 580 国保事業一般管理事務 984  

  4 共済費 370

 18 負担金補助及 34

び交付金

　計 26,449 984 27,433 984

節

一般財源

4  (国保会計)



（１）総括

区分 職員数 報酬 備　考

（人） （千円）

2 50 5,606

( 5 )

2 50 5,572

( 5 )

0 0

(  0 )

扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外手当 住居手当 管理職手当 宿日直手当 特殊勤務手当 児童手当
退職手当

組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 276 1,664 1,380 0 24 23 457 300 0 0 360 1,122

補正前 276 1,664 1,380 0 24 23 457 300 0 0 360 1,088

比較 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

5  (国保会計)

1．一般職

給　　与　　費

給　　　料 職員手当 計 共済費 合　　計

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後
7,431 13,087 2,469 15,556

比較
580 34 614 370 984

補正前
6,851 12,473 2,099 14,572

職員手当
の内訳

区 分

給　与　費　明　細　書



ア　会計年度任用職員以外の職員

区分 職員数 報酬 備　考

（人） （千円）

2

( 0 )

2

( 0 )

0 34

( 0 )

扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外手当 住居手当 管理職手当 宿日直手当 特殊勤務手当 児童手当
退職手当

組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 276 1,664 1,380 0 24 23 457 300 0 0 360 1,122

補正前 276 1,664 1,380 0 24 23 457 300 0 0 360 1,088

比較 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

備考　　１　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

　　　　　２　（）内は、短時間勤務職員について外書すること。

共済費 合　　計

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

給　　与　　費

給　　　料 職員手当 計

比較
580 614 370 984

15,506

補正前
6,851 5,572 12,423 2,099 14,522

補正後
7,431 5,606 13,037 2,469

職員手当
の内訳

区 分

6  (国保会計)



イ　会計年度任用職員

区分 職員数 報酬 備　考

（人） （千円）

0 50 0

( 5 )

0 50 0

( 5 )

0 0 0

( 0 )

扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外手当 住居手当 管理職手当 宿日直手当 特殊勤務手当 児童手当
退職手当

組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

補 正 前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

比 較 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備考　　１　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

　　　　　２　（）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書すること。

7  (国保会計)

給　　与　　費

給　　　料 職員手当 計 共済費

50 0 50

合　　計

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

職 員 手 当
の 内 訳

区 分

比較
0 0 0 0

補正前
0 50 0 50

補正後
0



（２）給料及び職員手当の増減額の明細

ア、イの合計

区　分

ア　会計年度任用職員以外の職

区　分

イ　会計年度任用職員

区　分

給　料 580

給与改定に伴う増減分 231

下記説明のとおり

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0

そ の 他 の 増 減 分 349

増減額（千円） 増減事由別内訳（千円） 説 明 備　　　考

給　料 580

給与改定に伴う増減分 231

職員手当 34
制度改正に伴う増減分 34

そ の 他 の 増 減 分 0

昇 給 に 伴 う 増 減 分 0

そ の 他 の 増 減 分 349 人事異動等に伴う増額

増減額（千円） 増減事由別内訳（千円） 説 明 備　　　考

給　料 0

給与改定に伴う増減分 0

職員手当 34
制度改正に伴う増減分 34

そ の 他 の 増 減 分 0

昇 給 に 伴 う 増 減 分 0

そ の 他 の 増 減 分 0

増減額（千円） 増減事由別内訳（千円） 説 明 備　　　考

職員手当 0
制度改正に伴う増減分 0

そ の 他 の 増 減 分 0

8  (国保会計)



議案第101号

令和7年度日南町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和7年度日南町の介護保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ909千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ977,588千円

とする。

２ 事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算

補正」による。

令和7年12月17日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明



歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

1 保険料 143,445 110 143,555

1 介護保険料 143,445 110 143,555

4 国庫支出金 270,759 182 270,941

2 国庫補助金 125,542 182 125,724

5 支払基金交付金 248,363 4 248,367

1 支払基金交付金 248,363 4 248,367

6 県支出金 144,665 92 144,757

2 県補助金 9,155 92 9,247

10 繰入金 141,645 521 142,166

1 一般会計繰入金 141,645 521 142,166

歳               入               合               計 976,679 909 977,588

1  (介保会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正



歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

1 総務費 16,710 377 17,087

1 総務管理費 15,831 377 16,208

5 地域支援事業費 68,347 532 68,879

1 介護予防・生活支援サービス事業費 46,054 15 46,069

4 包括的支援事業（社会保障充実分） 10,503 517 11,020

歳               出               合               計 976,679 909 977,588

2  (介保会計)





令和7年度日南町介護保険特別会計補正予算（第3号）に関する説明書



１　総　括
（歳　入） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

1 保険料 143,445 110 143,555

4 国庫支出金 270,759 182 270,941

5 支払基金交付金 248,363 4 248,367

6 県支出金 144,665 92 144,757

10 繰入金 141,645 521 142,166

　　　　 歳          入          合          計 976,679 909 977,588

1  (介保会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書



（歳　出） （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

1 総務費 16,710 377 17,087 377

5 地域支援事業費 68,347 532 68,879 274 114 144

 歳     出     合     計 976,679 909 977,588 274 114 521

一 般 財 源

2  (介保会計)



２　歳　入

（款） 1  保険料                                   （項） 1  介護保険料 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

  1 第１号被保険者保険料 143,445 110 143,555   1 特別徴収保険料 110 特別徴収保険料（現年度分） 110

　 　　計 143,445 110 143,555

（款） 4  国庫支出金                               （項） 2  国庫補助金

  5 地域支援事業交付金（介護 16,779 3 16,782   1 現年度分 3 地域支援事業交付金（介護予防事業

予防事業） ）現年度分 3

  6 地域支援事業交付金（包括 4,289 179 4,468   1 現年度分 179 地域支援事業交付金（包括的支援事

的支援事業・任意事業） 業・任意事業）現年度分 179

　 　　計 125,542 182 125,724

（款） 5  支払基金交付金                           （項） 1  支払基金交付金

  2 地域支援事業交付金 15,143 4 15,147   1 現年度分 4 現年度分 4

　 　　計 248,363 4 248,367

（款） 6  県支出金                                 （項） 2  県補助金

  2 地域支援事業交付金（介護 7,012 2 7,014   1 現年度分 2 地域支援事業交付金（介護予防事業

予防事業） ）現年度分 2

  3 地域支援事業交付金（包括 2,143 90 2,233   1 現年度分 90 地域支援事業交付金（包括的支援事

的支援事業・任意事業） 業・任意事業）現年度分 90

　 　　計 9,155 92 9,247

3  (介保会計)

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 10  繰入金                                  （項） 1  一般会計繰入金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

  2 その他一般会計繰入金 17,256 377 17,633   2 事務費繰入金 377 事務費繰入金 377

  3 地域支援事業繰入金（介護 6,925 2 6,927   1 現年度分 2 地域支援事業繰入金（介護予防事業

予防事業） ）現年度分 2

  4 地域支援事業繰入金（包括 2,144 142 2,286   1 現年度分 142 地域支援事業繰入金（包括的支援事

的支援事業・任意事業） 業・任意事業）現年度分 142

　 　　計 141,645 521 142,166

4  (介保会計)

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３　歳　出

（款） 1  総務費                                   （項） 1  総務管理費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  1 一般管理費 13,855 377 14,232 377   1 報酬 77 一般管理事務 377  

  2 給料 300

　計 15,831 377 16,208 377

（款） 5  地域支援事業費                           （項） 1  介護予防・生活支援サービス事業費

  2 介護予防ケ 11,202 15 11,217 5 8 2   3 職員手当等 15 介護予防ケアマネジメント事業 15  

アマネジメ

ント事業費

　計 46,054 15 46,069 5 8 2

（款） 5  地域支援事業費                           （項） 4  包括的支援事業（社会保障充実分）

  3 認知症初期 8,735 517 9,252 269 106 142   2 給料 311 認知症地域支援・ケア向上事業 517  

集中支援推   3 職員手当等 154

進事業費  18 負担金補助及 52

び交付金

　計 10,503 517 11,020 269 106 142

5  (介保会計)

節

一般財源



（１）総括

区分 職員数 報酬 備　考

（人） （千円）

3 4,686 8,195

( 2 )

3 4,609 7,974

( 2 )

0 77

(  0 )

扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外手当 住居手当 管理職手当 宿日直手当 特殊勤務手当 児童手当
退職手当

組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 240 3,151 2,681 0 346 0 308 0 0 0 300 1,169

補正前 240 2,982 2,681 0 346 0 308 0 0 0 300 1,117

比較 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

給　与　費　明　細

職員手当
の内訳

区 分

6  (介保会計)

比較
611 221 909 0 909

補正前
9,970 22,553 5,222 27,775

1．一般職

給　　与　　費

給　　　料 職員手当 計 共済費 合　　計

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後
10,581 23,462 5,222 28,684



ア　会計年度任用職員以外の職員

区分 職員数 報酬 備　考

（人） （千円）

2

( 0 )

2

( 0 )

0 221

( 0 )

扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外手当 住居手当 管理職手当 宿日直手当 特殊勤務手当 児童手当
退職手当

組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 240 1,624 1,408 0 260 0 308 0 0 0 300 1,169

補正前 240 1,455 1,408 0 260 0 308 0 0 0 300 1,117

比較 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

備考　　１　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

　　　　　２　（）内は、短時間勤務職員について外書すること。

7  (介保会計)

職員手当
の内訳

区 分

比較
311 532 0 532

16,642

補正前
7,636 5,088 12,724 3,386 16,110

補正後
7,947 5,309 13,256 3,386

共済費 合　　計

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

給　　与　　費

給　　　料 職員手当 計



イ　会計年度任用職員

区分 職員数 報酬 備　考

（人） （千円）

1 4,686 2,886

( 2 )

1 4,609 2,886

( 2 )

0 77 0

( 0 )

扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外手当 住居手当 管理職手当 宿日直手当 特殊勤務手当 児童手当
退職手当

組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 0 1,527 1,273 0 86 0 0 0 0 0 0 0

補 正 前 0 1,527 1,273 0 86 0 0 0 0 0 0 0

比 較 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備考　　１　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

　　　　　２　（）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書すること。

区 分

比較
300 377 0 377

補正前
2,334 9,829 1,836 11,665

補正後

8  (介保会計)

給　　与　　費

給　　　料 職員手当 計 共済費

2,634 10,206 1,836 12,042

合　　計

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

職 員 手 当
の 内 訳



（２）給料及び職員手当の増減額の明細

ア、イの合計

区　分

ア　会計年度任用職員以外の職

区　分

イ　会計年度任用職員

区　分

9  (介保会計)

職員手当 0
制度改正に伴う増減分 0

そ の 他 の 増 減 分 0

昇 給 に 伴 う 増 減 分 0

そ の 他 の 増 減 分 153 人事異動等に伴う増額

増減額（千円） 増減事由別内訳（千円） 説 明 備　　　考

給　料 300

給与改定に伴う増減分 147

増減額（千円） 増減事由別内訳（千円） 説 明 備　　　考

職員手当 221
制度改正に伴う増減分 184

そ の 他 の 増 減 分 37 人事異動等に伴う増額

増減額（千円） 増減事由別内訳（千円） 説 明 備　　　考

給　料 311

給与改定に伴う増減分 252

職員手当 221
制度改正に伴う増減分 184

そ の 他 の 増 減 分 37

昇 給 に 伴 う 増 減 分 0

そ の 他 の 増 減 分 59 人事異動等に伴う増額

給　料 611

給与改定に伴う増減分 399

下記説明のとおり

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0

そ の 他 の 増 減 分 212



議案第102号

第１条

第２条

第１款　簡易水道事業費用

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）
第３条 　令和7年度日南町簡易水道事業会計予算第７条中、職員給与費「8,807千円」を「9,035千円」に改める。

（ 既決予定額 ）
228千円 159,953千円

第１項　営業費用 151,865千円 228千円 152,093千円

　（収益的支出）
　令和7年度日南町簡易水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

鳥取県日南町長　　中村　英明

　令和7年12月17日提出

令和7年度　 日南町簡易水道事業会計補正予算（第2号）

　令和7年度日南町簡易水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。
　（総　則）

支　　　出

（ 科   目 ） （　 計 　）
159,725千円

（ 補正予定額 ）



議案第103号

第１条

第２条 令和7年度日南町下水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

第１款　下水道事業費用
第１項　営業費用　

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）
第３条 　令和7年度日南町下水道事業会計予算第７条中、職員給与費「16,553千円」を「17,417千円」に改める。

　令和7年12月17日提出

令和7年度　 日南町下水道事業会計補正予算（第2号）

　令和7年度日南町下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

支　　　出

 （総　則）

（ 補正予定額 ）（ 科   目 ）

　　鳥取県日南町長　　中村　英明　　　　　

（ 既決予定額 ） （　 計 　）
169,091千円 864千円 169,955千円
162,042千円 864千円 162,906千円



議案第104号

　（総　則）
第１条　令和７年度日南町の病院事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）
第２条　予算第２条に定めた業務の予定量を次のように改める。

入　院 人
入　院 人

　（収益的収入及び支出）
第２条　収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

    　（科　　　　　目） （既　予　算　額） （補 正 予 算 額） （　　　計　　　）
第１款 千円 千円 千円

第１項 千円 千円 千円

（既　予　算　額） （補 正 予 算 額） （　　　計　　　）
第１款 千円 千円 千円

第１項 千円 千円 千円

　（議会の議決を経なければ流用することが出来ない経費）
第３条　予算第７条中、職員給与費　「 千円 」を「 千円 」に改める。

　　　　　　　　令和7年12月 17日　提　出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県日南町長　中 村　英 明

収　　　入

病 院 事 業 収 益 1,300,689

令 和 ７ 年 度　 日 南 町 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 4 号 ）

（２）年 間 患 者 数 20,100
（３）一 日 平 均 患 者 数 55.1

19,635 1,320,324
医 業 収 益 828,149 19,635 847,784

支　　  出

病 院 事 業 費 用 1,300,689 19,635 1,320,324
医 業 費 用 1,288,302 19,635 1,307,937

880,822861,187



・・・ 1
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別冊　簡易水道事業会計説明書

別冊　下水道事業会計説明書

別冊　病院事業会計説明書

福祉保健課

下水道事業会計

病院事業会計

国民健康保険会計

介護保険会計

簡易水道事業会計

令和7年第8回　日南町議会定例会

追加補正予算説明附属資料

一般会計

総務

住民課

特別会計

建設課



02 款　総務費

総務課

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 979,263 15,451 0 718 963,094

補　正　額 105,217 0 0 0 105,217

補正後の額 1,084,480 15,451 0 718 1,068,311

○ 事業説明

人事院勧告に基づく給与条例等の改正による増額

人事異動に伴う精査による増減

○ 執行経費

報酬（会計年度任用職員、パートタイム） △5,200 千円

一般職給料 43,740 千円

給料（会計年度任用職員） 26,123 千円

職員手当等 17,255 千円

共済費 18,370 千円

旅費（費用弁償） 79 千円

負担金補助及び交付金（退職手当負担金） 4,850 千円

03 款　民生費

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 52,584 24,842 0 0 27,742

補　正　額 984 0 0 0 984

補正後の額 53,568 24,842 0 0 28,726

○ 事業説明

人事院勧告に基づく給与条例等の改正による繰出金の増額　　　　

○ 執行経費

国保給与費等繰出金 984 千円

財　　　源　　　内　　　訳
備　考

1061
国民健康保険事業

01 項　社会福祉費

01 目　社会福祉総務費

事　　　業　　　名 区　分 金　額

備　考

1578
職員給与事務

令和７年度 一般会計補正予算(第7号)説明資料

01 項　総務管理費

01 目　一般管理費

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

住民課

- 1 -



08 款　土木費

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 456,258 135,990 178,200 10,000 132,068

補　正　額 △ 633 0 0 0 △ 633

補正後の額 455,625 135,990 178,200 10,000 131,435

○ 事業説明

人事異動による人件費の減額

人事院勧告に基づく給与条例等の改正による費用弁償の増額　　　　

○ 執行経費

報酬（会計年度任用職員（パート）） △ 300 千円

職員手当 △ 201 千円

共済費 △ 150 千円

旅費（費用弁償） 18 千円

03 款　民生費

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 199,697 6,028 35,400 10,100 148,169

補　正　額 521 0 0 0 521

補正後の額 200,218 6,028 35,400 10,100 148,690

○ 事業説明

人事院勧告に基づく給与条例等の改正による町負担分の増額

介護保険特別会計繰出金

　事務費分　　377千円

　地域支援事業分　　144千円

○ 執行経費

繰出金 521 千円

03 目　老人福祉費

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考

1281
介護保険事業

福祉保健課

建設課02 項　道路橋梁費

02 目　道路維持費

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考

1118
道路維持管理事業

01 項　社会福祉費

- 2 -



01 款　総務費

01 項　総務管理費

01 目　一般管理費 (単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 26,449 472 0 3,458 22,519

補　正　額 984 0 0 0 984

補正後の額 27,433 472 0 3,458 23,503

○ 事業説明

・給与費等の人事異動に基づく精査による増額

○ 執行経費

・給料(一般職） 580 千円

・共済費 370 千円

・負担金補助及び交付金 34 千円

住民課

1071
国保事業一般管理事務

令和7年度　国民健康保険特別会計補正予算（第4号）説明資料

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考

- 3 -



01 款　総務費

01 目　一般管理費 (単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 13,855 649 0 0 13,206

補　正　額 377 0 0 0 377

補正後の額 14,232 649 0 0 13,583

○ 事業説明

人事院勧告に基づく給与条例等の改正による人件費の増額

○ 執行経費

報酬（１名） 77 千円

給料（１名） 300 千円

05 款　地域支援事業費

04 項　包括的支援事業（社会保障充実分）

03 目　認知症初期集中支援推進事業費 (単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 8,630 4,916 0 1,258 2,456

補　正　額 517 269 0 106 142

補正後の額 9,147 5,185 0 1,364 2,598

○ 事業説明

人事院勧告に基づく給与条例等の改正による増額

　

○ 執行経費

給料（１名） 311 千円

職員手当等（１名） 154 千円

負担金補助及び交付金（退職手当）（１名） 52 千円

○ 財　源

179 千円

地域支援事業県補助金（包括的支援事業　19.25％） 90 千円

第１号保険料 106 千円

1555
認知症地域支援・ケア向
上事業

地域支援事業国庫補助金（包括的支援事業　38.5％）

1308
一般管理事務

福祉保健課

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考

令和７年度 介護保険特別会計補正予算(第3号)説明資料

01 項　総務管理費 福祉保健課

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考

- 4 -



03 目　総係費 (単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 29,693 0 0 0 29,693

補　正　額 228 0 0 0 228

補正後の額 29,921 0 0 0 29,921

○ 事業説明

人事院勧告に基づく給与条例等の改正による増額

○ 執行経費

・給与費 228 千円

給料 50 千円

法定福利費 12 千円

賞与引当金繰入額 130 千円

法定福利費引当金繰入額 36 千円

03 目　総係費 (単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 19,503 0 0 0 19,503

補　正　額 864 0 0 0 864

補正後の額 20,367 0 0 0 20,367

○ 事業説明

人事院勧告に基づく給与条例等の改正による増額

○ 執行経費

・給与費 864 千円

法定福利費 294 千円

退職手当組合負担金 57 千円

賞与引当金繰入額 381 千円

法定福利費引当金繰入額 132 千円

総係費

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考

01 款　下水道事業費用 

01 項　営業費用 建設課

総係費

令和7度　日南町下水道事業会計（収益的収支）補正予算（第2号）説明資料

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考

01 款　簡易水道事業費用 

01 項　営業費用 建設課

令和7度　日南町簡易水道事業会計（収益的収支）補正予算（第2号）説明資料

- 5 -



01 款　病院事業費用

日南病院

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 861,187 0 0 861,187 0

補　正　額 19,635 0 0 19,635 0

補正後の額 880,822 0 0 880,822 0

○ 事業説明及び執行経費

○事業説明

人事院勧告に基づく給与条例等の改正による給与費の増額

○ 執行経費

　 ・給与費 19,635 千円

　給料 9,784 千円

　手当 7,729 千円

　法定福利費 2,122 千円

給与費

令和7年度 病院事業会計補正予算(第4号)説明資料

01 項　医業費用

01 目　給与費

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考

- 6 -



　１．令和7年度 日南町簡易水道事業会計予算実施計画 （１）

　２．令和7年度 日南町簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 （２）

　３．給与費明細書 （３）

　４．令和7年度 日南町簡易水道事業予定貸借対照表　　  ･･･････････････････････････････････････････ （５）

参考資料

①令和7年度  日南町簡易水道事業会計予算の見積書 （７）

（別冊）

令和7年度　 日南町簡易水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

･･･････････････

･･･････････････････････････････

･････････････････････････････

･･･････････････････････････････



 １（簡易水道事業会計）

（単位：千円）※税込

款 項 目 補正前の額 補正額 計

１．簡易水道事業費用 159,725 228 159,953

１．営業費用 151,865 228 152,093

３．総係費 29,693 228 29,921

令和7年度　 日南町簡易水道事業会計予算実施計画（補正第2号）

〈 収益的支出 〉

支　　　出



補正前の額 補正第2号 計

Ⅰ  業務活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益 17,821 △ 228 17,593

２　減価償却費 92,280 0 92,280

３　資産減耗費 500 0 500

４　長期前受金戻入額 △ 60,321 0 △ 60,321

５　賞与引当金の増加額 44 130 174

６　法定福利費引当金の増加額 39 36 75

７　受取利息及び受取配当金 △ 5 0 △ 5

８　支払利息 4,500 0 4,500

９　未収金の増加額（△は増加） 0 0 0

10　未払金の増加額（△は減少） 0 0 0

　　小　　計 54,858 △ 62 54,796

11　受取利息及び受取配当金 5 0 5

12　支払利息 △ 4,500 0 △ 4,500

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー △ 62 50,301

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１　固定資産の取得又は改良による支出 △ 14,007 0 △ 14,007

２　固定資産取得又は改良のための交付金収入 2,112 0 2,112

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 11,895 0 △ 11,895

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１　企業債の発行 4,946 0 4,946

２　企業債の償還 △ 77,688 0 △ 77,688

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 72,742 0 △ 145,484

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △ 34,274 △ 62 △ 34,336

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 39,769 0 39,769

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 5,495 △ 62 5,433

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：千円）

令和7年度　 日南町簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正第2号）

 ２（簡易水道事業会計）



 ３（簡易水道事業会計）

　　　　（単位：千円）

特別職（人） 一般職（人） 報　酬 給　料 賃　金 手　当 計

損益勘定支弁職員 0 1 0 4,000 0 2,297 6,297 1,190 7,487

資本勘定支弁職員 0

合　　計 0 1 0 4,000 0 2,297 6,297 1,190 7,487

損益勘定支弁職員 0 0 0 50 0 0 50 12 62

資本勘定支弁職員

合　　計 0 0 0 50 0 0 50 12 62

損益勘定支弁職員 0 1 0 4,050 0 2,297 6,347 1,202 7,549

資本勘定支弁職員

合　　計 0 1 0 4,050 0 2,297 6,347 1,202 7,549

228 （Ａ表）

　　　　（単位：千円）

区　　　分 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 宿日直手当 時間外勤務手当

補正前の額 396 0 86 0 825 670 120 0 200

補 正 額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 396 0 86 0 825 670 120 0 200

区　　　分
管理職員特別

勤務手当
特殊勤務手当 合　計

補正前の額 0 0 2,297

補 正 額 0 0 0

合 計 0 0 2,297

（Ｂ表）

補
正
前
の
額

補
正
額

合
計

手
当
の
内
容

給与費明細書

１．総　括

区　　　分
職　員　数 給　与　費

法定福利費 合　計



２．給料及び手当の増減額の明細 （単位：千円）

区分 増減額

（Ｃ表）

３．その他の増減　　　　　　　

増減事由別内訳 説　明 備　考

給料 50

１．給与改定に伴う増減 給与条例等改定よる増額 3級職員1名分

２．昇給に伴う増減  　　　　 

 ４（簡易水道事業会計）



 ５（簡易水道事業会計）

（単位：円）

１．固定資産

（１）有形固定資産

イ．土地

ロ．建物 66,354,946   

58,353,381   

ハ．構築物

ニ．機械及び装置 689,700,955  

577,869,118  

ホ．工具器具及び備品 140,000      

125,496      

へ．建設仮勘定

（２）無形固定資産

イ．ソフトウェア（水道台帳システム） 18,530,000   

2,647,800    

２．流動資産

      （１）現金・預金

      （２）未収金

0

6,482,962       

    貸倒引当金 6,482,962       

    流動資産合計

1,898,208,256   

11,915,101      

    資産合計 1,926,005,557   

  ソフトウェア減価償却累計額（△）

  無形固定資産合計 15,882,200      

    固定資産合計 1,914,090,456   

5,432,139       

0

  有形固定資産合計

  建物減価償却累計額（△） 8,001,565       

3,898,364,871    

  構築物減価償却累計額（△） 2,126,949,521    1,771,415,350   

  機械及び装置減価償却累計額（△） 111,831,837     

令和７年度　日南町簡易水道事業予定貸借対照表

（令和８年３月３１日）

資　産　の　部

6,945,000       

  工具器具及び備品減価償却累計額（△） 14,504          



３．固定負債
　　　 （１）企業債

４．流動負債
　　　 （１）企業債
　　　 （２）引当金

　　　 （３）未払金
　　　 （４）その他流動負債

５．繰延収益
　　　 （１）長期前受金
　　　 （２）長期前受金収益化累計額（△）

６．資本金
　　　 （１）自己資本金

７．剰余金
　　　 （１）資本剰余金

0
0

0
　　　 （２）利益剰余金

  　資本剰余金合計 381,775,468     
  　負債・資本合計 1,926,005,557   

104,276,334     

　　イ．受贈財産評価額
　　ロ．補助金

　　　　　　　資本剰余金合計

　　イ．減債積立金 91,688,334
　　ロ．繰越利益剰余金 0
　　ハ．当年度未処分利益剰余金 12,588,000      

　　　　　　　利益剰余金合計 104,276,334     
  　剰余金合計

  　資本金合計 277,499,134     

2,794,585,079   
1,759,956,326   1,034,628,753   

  　繰延収益合計 1,034,628,753   
  　負債合計 1,544,230,089   

資　本　の　部

277,499,134     

76,176,151      

　　イ．賞与引当金 600,000         
　　ロ．法定福利費引当金 236,000         836,000         

4,009,205       
-             

　　流動負債合計

71,330,946      

負　債　の　部

433,425,185     
  　固定負債合計 433,425,185     

 ６（簡易水道事業会計）



 ７（簡易水道事業会計）

（参考資料①）

（単位：千円）※税込

補正前の額 補正額 計 節 増減金額 説　　明

159,725 228 159,953

151,865 228 152,093

３．総係費 29,693 228 29,921

給料 50 1名分

法定福利費 12 1名分　共済負担金   

賞与引当金繰入額 130 次年度6月賞与の負担分

法定福利費引当金繰入額 36 次年度6月賞与の負担分

１．営業費用

令和7年度　日南町簡易水道事業会計予算の見積書（補正第2号）

〈 収益的支出 〉

支　　　出

款　　項　　目

１．簡易水道事業費用



　１．令和7年度　 日南町下水道事業会計予算実施計画　･･････････････････････････････････････････（１）

　２．令和7年度　 日南町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書　･･････････････････････････（２）

　３．給与費明細書 ････････････････････････････････････････（３）

　４．令和7年度　 日南町下水道事業予定貸借対照表  ･･･････････････････････････････････････････ （４）

参考資料

①令和7年度  日南町下水道事業会計予算の見積書   ･････････････････････････････････････（６）

令和7年度　 日南町下水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

（別冊）



 １（下水道事業会計）

（単位：千円）※税込

款 項 目 補正前の額 補正額 計

１　下水道事業費用 169,091 864 169,955

１　営業費用 162,042 864 162,906

３　総係費 19,503 864 20,367

令和７年度　日南町下水道事業会計予算実施計画（補正第1号）

〈 収益的支出 〉

支　　　出



補正前の額 補正額 計

Ⅰ  業務活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益 △ 486 △ 864 △ 1,350

２　減価償却費 71,471 0 71,471

３　資産減耗費 500 0 500

４　長期前受金戻入額 △ 30,175 0 △ 30,175

５　賞与引当金の増加額 △ 91 381 290

６　法定福利費引当金の増加額 △ 35 132 97

７　受取利息及び受取配当金 △ 6 0 △ 6

８　支払利息 3,699 0 3,699

９　未収金の増加額（△は増加） 0 0 0

10　未払金の増加額（△は減少） 0 0 0

11　たな卸資産の増減額（△は増加） 0 0 0

12　その他（非資金損益項目等） 0 0 0

小計 44,877 △ 351 44,526

13　受取利息及び受取配当金 6 0 6

14　支払利息 △ 3,699 0 △ 3,699

　　　　　　　　業務活動によるキャッシュ・フロー 41,184 △ 351 40,833

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー

１　有形固定資産の取得又は改良による支出 △ 25,440 0 △ 25,440

２　固定資産取得又は改良のための補助金等の収入 3,912 0 3,912

　　　　　　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 21,528 0 △ 21,528

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

１　企業債の発行 22,900 0 22,900

２　企業債の償還 △ 55,497 0 △ 55,497

　　　　　　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 32,597 0 △ 55,497

Ⅳ 　現金及び現金同等物の増加額 △ 12,941 △ 351 △ 13,292
Ⅴ 　現金及び現金同等物の期首残高 171,329 0 171,329

Ⅵ 　現金及び現金同等物の期末残高 158,388 △ 351 158,037

令和7年度　日南町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正第2号）
（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：千円）

 ２（下水道事業会計）



  ３（下水道事業会計）

　（単位：千円）

特別職（人） 一般職（人） 報　酬 給　料 賃　金 手　当 計

損益勘定支弁職員 0 2 0 7,700 0 4,634 12,334 2,000 14,334

資本勘定支弁職員

合　　計 0 2 0 7,700 0 4,634 12,334 2,000 14,334

損益勘定支弁職員 0 0 0 0 0 0 0 294 294

資本勘定支弁職員

合　　計 0 0 0 0 0 0 0 294 294

損益勘定支弁職員 0 2 0 7,700 0 4,634 12,334 2,294 14,628

資本勘定支弁職員

合　　計 0 2 0 7,700 0 4,634 12,334 2,294 14,628

（Ａ表）

（単位：千円）

区　　　分 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 宿日直手当 時間外勤務手当

補 正 前 の 額 552 0 110 300 1,547 1,325 600 0 200

補 正 額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 552 0 110 300 1,547 1,325 600 0 200

区 分
管理職員特別

勤務手当
特殊勤務手当 合　計

補 正 前 の 額 0 0 4,634

補 正 額 0

合 計 0 0 4,634

（Ｂ表）

給与費明細書

１．総　括

区　　　分
職　員　数 給　与　費

法定福利費 合　計

補
正
前
の
額

補
正
額

合
　
計

手
当
の
内
容



（単位：円）

１．固定資産

（１）有形固定資産

イ．土地

ロ．建物

ハ．構築物

ニ．機械及び装置

ホ．車両

へ．建設仮勘定

２．流動資産

     　 （１）現金・預金

      （２）未収金

 　 貸倒引当金

    資産合計 2,091,778,990    

0

  有形固定資産合計 1,930,570,231    

    固定資産合計 1,930,570,231    

158,037,459      

3,171,300       

0 3,171,300        

    流動資産合計 161,208,759      

  車両価償却累計額（△） 2,199,999        1               

183,763,091      

  建物減価償却累計額（△） 126,571,028      57,192,063      

4,248,513,746    

  構築物減価償却累計額（△） 2,555,505,207    1,693,008,539   

977,743,113      

  機械及び装置減価償却累計額（△） 829,886,578      147,856,535     

2,200,000        

32,513,093      

令和７年度　日南町下水道事業予定貸借対照表
（令和８年３月３１日）    

資　産　の　部

 ４（下水道事業会計）



 ５（下水道事業会計）

３．固定負債

４．流動負債

５．繰延収益

６．資本金

７．剰余金

0

  　負債・資本合計 2,091,778,990    

　ロ．繰越利益剰余金 0
　ハ．当年度未処分利益剰余金 10,020,909      

　　　　　　利益剰余金合計 31,369,434       
  　剰余金合計 31,369,434       
  　資本剰余金合計 952,725,430      

　ロ．補助金 0
　　　　　　資本剰余金合計
　　　（２）利益剰余金

　イ．減債積立金 21,348,525

  　資本金合計 921,355,996      

　　　（１）資本剰余金
　イ．受贈財産評価額 0

　　　（１）自己資本金 921,355,996      

　　　（１）長期前受金 2,374,137,032   
　　　（２）長期前受金収益化累計額（△） 1,531,153,130   842,983,902      
  　繰延収益合計 842,983,902      
  　負債合計 1,139,053,560    

資　本　の　部

　　　（４）その他流動負債 0
　　流動負債合計 71,307,693       

　ロ．法定福利費引当金 442,000         1,653,000        
　　　（３）未払金 18,208,678       

　イ．賞与引当金 1,211,000       

負　債　の　部

　　　（１）企業債 224,761,965      
  　固定負債合計 224,761,965      

　　　（１）企業債 51,446,015       
　　　（２）引当金



（参考資料①）

（単位：千円）※税込

補正前の額 補正額 計 節 増減金額 説　　明

169,091 864 169,955

162,042 864 162,906

３　総係費 19,503 864 20,367

法定福利費 294 2名分　共済組合負担金 

退職手当組合負担金 57 2名分　退職手当組合負担金 

賞与引当金繰入額 381 次年度6月賞与の負担分

法定福利費引当金繰入額 132 次年度6月賞与の負担分

１　下水道事業費用

１　営業費用

令和7年度　日南町下水道事業会計予算の見積書（補正第2号）

〈 収益的支出 〉

支　　　出

款　　　項　　　目

 ６（下水道事業会計）



（別冊）

　　　　（　１　）令和７年度　日南町病院事業会計予算実施計画・・・・・・・・・・・・・・・・・（１）

　　　　（　２　）補正予算給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２）

参　考　資　料

　　　　　　①令和７年度　日南町病院事業会計予算の見積書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（５）

令和７年度日南町病院事業会計補正予算（第4号）に関する説明書



1 （病院事業会計）

（単位：千円）

１．病院事業収益

１．医業収益

１．入院収益

（単位：千円）

１．病院事業費用

１．医業費用

１．給与費

計補正額補正前の額目項 款

収 入

令 和 ７ 年 度 日 南 町 病 院 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画

＜ 収 益 的 収 入 及 び 支 出 ＞

1,300,689 19,635 1,320,324

828,149 19,635 847,784

516,170 19,635 535,805

支 出

 款 項 目 補正前の額 補正額 計

1,300,689 19,635 1,320,324

1,288,302 19,635 1,307,937

861,187 19,635 880,822



１．総　　括    （単位：千円） 

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

                                                                                              　       （Ａ表）

給与費明細書

区　　　　分

職　員　数 給　　　　与　　　　費 法　定

合　計特別職（人） 一般職(人) 報　酬 給　料 手　当 計 福利費

補
正
前
の
額

1 77 60,567 373,790

合　　　計 1 77 60,567 373,790 220,960 675,713 116,154 791,867

220,960 675,713 116,154 791,867

補
正
額

0 0 0 9,784

合　　　計 0 0 0 9,784 7,729 17,513 2,122 19,635

7,729 17,513 2,122 19,635

383,574

合
　
　
計

1 77 60,567 383,574

合　　　計 1 77 60,567 228,689 693,226 118,276 811,502

228,689 693,226 118,276 811,502

2（病院事業会計）



3 （病院事業会計）

（Ｂ表）

手
　
　
当
　
　
の
　
　
内
　
　
訳

区 分 初任給調整手当 地域手当 管理職手当

区 分 特殊勤務手当 扶養手当 住居手当

補 正 額 0 0 0

区 分 児童手当 緊急時留保分

合 計 20,477 5,211 4,368

補 正 額 0 0 0

休日勤務手当 宿日直手当 夜間勤務手当

補 正 前 20,477 5,211 4,368 14,124 1,900 6,371 4,699

時間外勤務手当

0 489 0

14,124 1,900 6,860 4,699

0

通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当

補 正 前 36,102 6,528 7,226 10,203 52,408 41,721 82

745 3,528 2,967 0

合 計 36,102 6,528 7,226 10,948 55,936 44,688 82

合計

補 正 前 8,340 1,200 220,960

補 正 額 0 0 7,729

合 計 8,340 1,200 228,689



２．給料及び手当の増減額の明細

給料 １．昇給に伴う増加分

２．その他の増減分 人事院勧告による増

手当 １．制度改正に伴う増減分 人事院勧告による増

（Ｃ表）

区分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　明 備　　　　考

9,784 0

9,784 9,784

7,729 7,729 7,729

4 （病院事業会計）



5 （病院事業会計）

（参考資料①）

１．病院事業収益

※医業（介護含）収益

１．医業収益

１．入院収益

入院収益

１．病院事業費用

１．医業費用

１．給与費

（給料） 人事院勧告による増

　医師給

　看護師給

　医療技術員給

　介護職員給

  事務員給

（手当） 人事院勧告による増

　医師手当

　看護師手当

　医療技術員手当

　介護職員手当

　事務員手当

法定福利費

入院患者の増

1,300,689 19,635 1,320,324

895,757 19,635 915,392

828,149 19,635 847,784

516,170 19,635 535,805

19,635

令和７年度　日南町病院事業会計予算の見積書

＜収益的収入及び支出＞

　　　　　　　　収　　　入
（単位：千円）

款　　　項　　　目 補正前の額 補正額 計 節 増減金額 説　　明

支　　　出
（単位：千円）

款　　　項　　　目 補正前の額 補正額 計 節 増減金額 説　　明

1,300,689 19,635 1,320,324

1,288,302 19,635 1,307,937

861,187 19,635 880,822

9,784

794

4,492

1,866

1,440

7,729

1,024

1,192

3,341

1,594

961

2,122 人事院勧告による増

809


